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1. はじめに

国別プログラム評価（Country Programme
Evaluation 以下、CPE）1は、国別プログラミン
グの導入に伴い1980年代末に開始され、1990年代
後半から多くの評価が行われてきている。その背
景には、国別プログラミングのもと、主要援助機
関で「国」が援助の計画、予算、管理、報告の重
要な単位となったこと、特に1990年代後半からの
援助効果とセレクティビティの議論の中で、より
選択的に効果の高い援助を行っていくためには国

レベルでの援助のマネジメントと評価が重要との
認識（World Bank 1998）が強まったことが挙げ
られる。

こうした動きを受けて経済協力開発機構/開発
援助委員会（OECD/DAC）評価作業部会（現・
評価ネットワーク）では、1994年及び1999年に
CPEに関するワークショップ（ウイーン・ワーク
ショップ）を開催している。特に1999年のワーク
ショップでは、多数の援助機関が参加して、方法
論について広範な意見交換が行われた。そこで明
らかになったのは、CPEの方法は機関によって
様々であるが、多くの機関がインパクトや帰属の
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検証、さらに国別プログラム（CP）の評価可能
性の問題を抱えていることであった（DAC 1999）。

これらの問題は、日本のODAの政策機関（外
務省）及び事業実施機関（国際協力機構（JICA）、
国際協力銀行（JBIC））で実施されているCPE 2に
も共通する問題となっている。例えばJICAでは、
国別事業実施計画に基づく国別プログラミングの
強化にあわせ、1998年から本格的な国別の事業評
価を導入し、2004年度までに8件を実施している。
その目的は、特定対象国におけるJICAの協力実
績を総合的に評価し、国別事業実施計画や協力事
業の改善に向けた提言・教訓を得ることにあっ
た。しかしながら上記のような問題から、目的を
十分に満たす評価を行い得ておらず、CPEの有効
性を高めるための方法論の改善が重要な課題とな
っている。

一方、1990年代後半以降、援助の世界では、国
際開発目標の設定や結果重視マネジメント

（RBM）の拡充など、結果志向のアプローチがさ
らに強まった。また、効果達成に向けたアプロー
チとして、途上国のオーナーシップとパートナー
シップが重要視されるようになり、ドナーによる
援助協調や調和化の推進、財政支援の導入等の一
連の取り組みが急速に進展した。

こうした動きは、国レベルでの援助の効果の捉
え方にも変化をもたらしており、これまでの特定
ドナーによる援助の効果の視点に加え、開発目標
達成に向けた途上国や他のドナーとの共同取り組
みの効果の視点が重視されるようになってきた。
後者のような効果をどのように評価するかは、
CPEの新たな課題となっており、貢献の観点から
方法論を見直す動きも見られつつある。

本報告は、CPEをめぐる以上のような問題や動
きをふまえ、CPEの有効性を高めるための方法論
を、日本のODAの主要実施機関であるJICAを事
例に取り上げて考察するものである。当然ながら
方法論には様々な選択があるが、本稿では、これ
までの主要な課題への対応を主眼に置き、現実的
な制約の中でより有用性の高いCPEを実施してい
くための方法論の提案を行う。ただし提案は、課
題対応策として概念を整理した段階のものであ
り、実証及び改善は今後の課題である。

以下、第2節では、ウイーン・ワークショップ

の議論のレビュー及びJICAがこれまでに行った
国別事業評価の報告書の分析を通じ、CPEに関す
るこれまでの問題を整理する。次に第3節では、
2004年に行った主要援助機関の調査に基づき、ウ
イーン・ワークショップ以降の主要援助機関にお
けるCPEをめぐる動向についてとりまとめる。そ
して以上をふまえて第4節でJICAを事例にCPEの
改善に向けた試案を提示し、考察する。

2. 国別プログラム評価（CPE）の方法
論に関するこれまでの問題

（1）ウイーン・ワークショップでの議論

CPEに関して最も包括的な議論が国際的になさ
れたのは、1999年のウイーン・ワークショップで
ある3。そこでは、CPEは用途、アプローチ、手
法ともに多様であるが、インパクトと帰属の検証、
そしてCPの評価可能性が主要な課題ということ
が示された（DAC 1999）。

1）CPEの多様性
まず、用途については、CPの妥当性や効果の

検証、組織目標の達成度の検証、援助配分の見直
し、支持の確保等が主なものとなるが、CPが未
確立の機関ではCP導入に向けてCPEを活用する
場合もあることが指摘されている。

次にアプローチに関しては、分析深度・対象と
もに多様であるとして、①インパクトまでを盛り
込み、長期間を対象に主な協力を網羅した「ヘビ
ー型」と、②妥当性・効率性等のより直接的な基
準を用い、直近数年間の活動に焦点を当てた「ラ
イト型」のタイプ分けが行われている。そして

「ヘビー型」は、CPに統一性があり、適当な開発
指標も入手できる場合、当該機関が対象国の主要
ドナーかつ援助が対象国の開発に中心的な役割を
占める場合、対象CPが当該機関の事業に大きな
比重や重要な意味を有する場合等には適している
が、それ以外は「ライト型」の方が合っていると
の議論がされている。

また、手法に関しては、マクロ・レベルでの変
化発現から要因をたどる形で当該機関の援助への
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帰属を検証しようとする「トップダウン型」、CP
を構成する個々のプロジェクトを積み上げてイン
パクトを検証しようとする「ボトムアップ型」の
2種類があり、分析も叙述、計量経済、スコアリ
ングなど様々な技法が用いられていることが示さ
れている。

2）インパクトと帰属の検証、評価可能性
しかしながら、これら手法の違いにかかわらず、

インパクトと帰属の検証及び評価可能性は、共通
の問題となっている。

このうちインパクトと帰属に関しては、検証の
困難性の理由として、①当該機関の援助と他の機
関の援助、あるいは援助と援助以外の要因を切り
分けて変化（インパクト）を特定するのがプロジ
ェクトやセクター評価に比べてはるかに難しいこ
と、②特定の変化は援助以外を含む様々な要因か
ら生じている他、援助も複数の複雑な変化を生む
ことから、帰属の論理的検証に困難性が伴うこと、
③反事実的状況（counterfactual）の構築も、長期
成長モデル、計量モデル、類似国との比較等の手
法は考えられるが、技術面でも運用面でも多くの
難しさがあることが挙げられている。

また、評価可能性については、CPがゴール・
戦 略 の 明 確 性 や 、 構 成 要 素 の 首 尾 一 貫 性

（coherence）を欠く場合には、評価が非常に難し
いとの点が指摘されている。同問題は、国別プロ
グラミングが確立しておらず、CPがばらばらな
プロジェクトの集まりに過ぎないような場合は特
に顕著となっている。しかしながら、CPEの最多
実績を有する世銀でも、CPEの質の向上には国別
援助戦略（CAS）のデザインの改善が必要との指
摘をしており、米州開発銀行（IDB）では同問題
に対応するために、CPEに際してCASの評価可能
性をチェックしていることが報告されている4。

（2）JICAにおける国別事業評価の経験

JICAでは、①対象国の開発に対するJICAの貢
献度を総合的に評価のうえ、②国別事業実施計画
の改善及び事業（協力プログラム・案件）の形
成・実施に資する教訓・提言を抽出することを目
的に、国別事業評価を実施してきた。しかしなが

ら、過去8件の評価では、貢献度の総合的な評価
は十分に達成できていない。その理由は、個々の
案件の重点分野との合致及び成否は検証できて
も、課題体系におけるそれらの位置付けやプログ
ラムとしての構成の適切性が検証できなかったこ
とにある。そしてこれはCPの評価可能性の問題
に起因するところが大きい。以下では、これまで
の国別事業実施計画の手法に焦点を当てて、問題
を分析する。

1）国別事業評価の概況
JICAでは1989年から国別評価の名称で、主要

セクターの代表的な案件を選び、積み上げる形で
国別の援助評価を行ってきた。しかしながら同方
法ではJICAの援助の重点セクターや課題の選定
の妥当性を検証できないとの問題認識のもと、
1998年度のバングラデシュ国別評価より、上記妥
当性の検証と援助戦略へのフィードバックを目的
とする評価が開始された（国際協力事業団、
2000a）。その後、1999年度に国別アプローチの強
化に向けて国別事業実施計画が導入されたのを受
け、国別評価も国別事業評価と名称を代え、メキ
シコ（1999年度）、タンザニア（2000年度）、ボリ
ビア（2000/2001年度）、ホンデュラス・パナマ

（2001/2002年度）、スリランカ（同左）、セネガル
（2002/2003年度）の評価（2000年度から名称を国
別事業評価に変更）が行われている5。8件の評価
対象範囲（期間・調査項目）、評価手法の概要は
表1のとおりである。

過去の評価のアプローチをウイーン・ワークシ
ョップでの議論に照らして見ると、対象期間はバ
ングラデシュの25年を最長に、概ね10年程度にわ
たり、対象分野もセネガル以外は主要援助分野を
網羅するなど、対象範囲では「ヘビー型」に入る。
ただし分析深度の方は、援助セクター・課題の選
択の妥当性及び個別案件の積み上げに基づく実績
の検証が中心であり、インパクトの評価はほとん
ど行われていない。

2）評価手法とその問題
表1に示すとおり手法に関しては、援助セクタ

ー・課題の選択の妥当性を検証し、当該分野の個
別案件の実績を検証することで、開発への貢献を
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総合的に評価する方法が基本となっている。前者
については開発の推移、セクター・課題分析、他
ドナーの援助動向等から重点セクター・分野を明
らかにし、右との整合性を検証する方法がとられ
ており、主として叙述手法が用いられている。後
者については個別案件評価結果の積み上げによ
り、当該セクター・課題分野の総合的な実績を検
証する方法に拠っており、定性的な手法とレーテ
ィングを用いた手法の2種類がある。

ただし、重要セクター・課題への介入及び個別
案件の実績を検証しても、選択したセクター・課
題分野の中で課題解決にとって優先度の高い介入
が戦略的に行われているかが示されなければ、開
発への貢献度の総合的な評価は十分にはできな
い。バングラデシュはセクター・課題選択の妥当
性、メキシコは個別案件実績の積み上げに主眼を
置いた評価が試行されているが、セクター・課題
における個別案件の位置付け（優先度、プログラ
ムの構成の戦略性）の分析はなされておらず、セ
クター・課題レベルの評価と個別案件レベルの評
価がつながっていない。

タンザニア以降の評価では、①開発課題体系へ
のJICA事業の位置付け及び②プログラムの視点
の導入を通じ、同問題への対応が試みられている。
しかしながら必ずしも試みは成功していない。

3）開発課題体系への位置付け
まず開発課題体系への位置付けに関しては、ボ

リビア、ホンデュラス・パナマでは課題ツリーに
よる体系図を作成し、同図上にJICA事業を位置
付けて選択の妥当性を検証している。同図には他
ドナーの事業も記されており、課題のどこに
JICAや他ドナーが介入しているかが一目で分か
る利点がある。しかしながら、体系図は評価者が
課題分析により「あるべき姿」として作成したも
のであり、対象国の実際の政策・施策・事業体系
との関係が明らかでない。このためJICAも他ド
ナーも介入していない課題が体系図の大半を占め
る中、介入の優先度の判断が難しい。

一方、スリランカでは、対象国の開発計画等を
ベースに政策・施策目標を整理した体系図を用
い、JICAや他ドナーの事業がどの施策目標に関
連するものかを示している。従って相手国の現実

の政策・施策体系における位置付けを確認でき
る。しかしながら、整理が「新たな道路網の開発」
といった大まかな目標レベルまでであるため、施
策と事業との整合性を示すに過ぎない。また、
JICA事業と他ドナーの事業も同じ施策目標分野
であることが分かるのみとなっている。

4）プログラムの評価
次にプログラムの評価も、関連する個別案件群

を束ねてプログラムとし、個別案件評価結果を積
み上げて実績を示すに留まっており、プログラ
ム・レベルの目標に対する効果やプログラムの構
成等、プログラム・デザインの戦略性はほとんど
分析されていない。その背景には、これまでの国
別事業実施計画は、特定課題に関する案件を積み
上げてグループ化したのみで、明確な目標の共有
や構成要素間の一貫性が確保されている訳ではな
く、プログラムとして評価が難しいことがある。

そうした評価可能性の問題があるにもかかわら
ずJICAがあえてプログラムの評価を実施したの
は、評価を通じてプログラムの改善を図る意図が
あったからと推察される。しかしながら、結果と
しては、プログラム・デザインの戦略性の分析が
不十分なために、プログラム改善のための適切な
評価足りえていない。

プログラムの評価におけるもう一つの問題は、
対象国や他ドナーの事業との関係が視野に入れら
れていないことである。プログラム目標レベルの
課題に関しては、通常、JICAのみならず、途上
国自身や他ドナーによる取り組みも行われてい
る。そうした課題に対する介入の戦略性や貢献度
の検証では、既存のJICA事業のみを対象とした
のでは不十分であり、途上国や他ドナーの介入と
の補完性の視点が欠かせない。開発課題体系への
JICA事業の位置付けは、そのためのものでもあ
ったはずであるが、プログラムの評価ではそれが
活かされていない。

課題体系への位置付け及びプログラムの評価の
2つの試みは、援助協調先行国のタンザニア及び
ボリヴィアを評価対象に選択して導入されてい
る。同選択からは、援助協調枠組みでもある途上
国開発戦略を課題体系として念頭に置き、JICA
が同体系に他ドナーとの協調も含めて戦略的に介
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入してきたかを検証する意図があったと考えられ
る。そして①重点セクターにおける優先課題の選
択、②その中での、途上国や他ドナーの事業とも
一貫性のある、戦略的な案件群の選択、③個々の
案件の実績、の各段階の検証を通し、対象セクタ
ー・課題の開発の進展に対するJICAの貢献度の評
価を行うことを狙ったのではないかと考えられ
る。しかしながら試みは十分には成功していない6。

以上のように、これまでの国別事業評価では、
援助分野と開発計画等の重点セクター・課題との
整合性及び個別案件の実績は検証できている。し
かしながら、①課題解決手段としての介入分野の
優先度、②案件群の組み合わせの戦略性、③途上
国や他ドナーの事業との補完性の検証が不十分な
ために、JICA事業と開発の進展を結ぶロジック
や貢献の度合いの評価が困難となっている。こう
した問題への対応と、国別事業評価の評価可能性
の改善は、今後の国別事業評価の主要な課題と言
えよう。

3. CPEをめぐる新たな動き

「1. はじめに」に言及のとおり、援助をめぐ
る最近の動きは、CPやCPEをめぐる議論にも変
化をもたらしつつある。JICAが2004年に行った
主要援助機関の国別プログラミングとCPEの現状
に関する調査結果7（概要、表2のとおり）からは、
ウイーン・ワークショップ以降の主要な動きとし
て、①CPへのRBM適用、②開発アウトカムと特
定機関の援助のアウトカムの区分、③「貢献」を
用いた援助の評価、の3つが挙げられる。

（1）CPへのRBM適用

RBMの進展に伴い、主要援助機関では、RBM
の単位はプロジェクトからCPレベル、組織運営
レベルに発展し、戦略計画策定と業績測定を通じ
てこれらをマネジメントしていくシステムが導入
されつつある。その先駆は米国国際開発庁

（USAID）であるが、国連開発計画（UNDP）、世
界銀行、英国国際開発省（DfID）において導入
済みのほか、デンマーク国際開発庁（DANIDA）

やオランダ外務省でも導入中の状況にある。
このうち、世銀はCPレベルであるが、USAID、

DfID、DANIDA、UNDPは組織レベルのRBMであ
る。後者においてCPは、「組織全体―各局―在外
事務所」の組織体制の階層と整合する形で整理さ
れた目標及び計画体系の一部となっている。すな
わち組織目標の具現化に向けて、特定国において
目指す目標と同目標達成のための事業をまとめた
計画と位置付けられている。

RBMの適用により、CPやCPEの有様にはいく
つかの変化が生じている。その一つは、CPの評
価可能性の改善である。これはCPが明確な目標
に基づき、戦略計画策定手法を用いて結果と手段
のロジックや指標を整理のうえ、策定されるよう
になったこと、また、業績報告のために実績が定
期的にモニタリングされるようになったことに起
因する。その一方、RBMによるアウトカム・レ
ベルの実績のモニタリング導入により、従来、
CPEで行われてきた実績の検証はモニタリングが
むしろ担い、説明責任を果たす形になってきてい
る。こうした中、モニタリングと評価の違い8を
ふまえ、CPEの役割を改めて見直すケースも見ら
れる。その一例がDfIDであり、CPEでは国別援助
計画（CAP）のデザインの適切性、プログラムの
妥当性及び効率性（プロセスの効率性や援助協調
を含む）等に焦点をあて、学習目的をより重視し
ている。

（2）開発アウトカムと特定機関のアウトカムの
区分

第二の動きは、国レベルでの開発効果に関し、
他の援助機関や対象国との協力を通じて達成され
るべきものと、当該機関が直接に達成し得るもの
とを区別する動きである。例えばDfIDでは、前
者は「開発効果」（development effectiveness）、後
者は「組織の効果」（organizational effectiveness）
として区分している。そして、「開発効果」は
DfIDが最終的に目指し寄与するものであるが、
帰属の検証が難しい、より長期のアウトカム及び
インパクトであり、DfIDのみでは管理やコント
ロールが困難としている。また、「組織の効果」
は、DfIDがある程度は管理・コントロールし得、
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帰属の検証が可能、かつDfIDが説明責任を有す
るアウトプットあるいは中間アウトカム・レベル
の実績としている。そして後者には、政策の質、
プロセス及びリソースなど、オペレーション・レ
ベルの方策が含まれるとしている（DfID 2001）。

同様にUNDPでもアウトカムを、①対象国の開
発計画目標等にあたる「国家開発アウトカム」

（national development outcome）、②国連（UN）シ
ステムの国別プログラムにあたる国連開発援助フ
レームワーク（UNDAF）のもとでUNシステムが
合同で実現を目指す「UNDAFアウトカム」、③
UNDPがその国別プログラムサイクル（5年間）
で実現しようとする「国別プログラム・アウトカ
ム」に区分している。そして「UNDAFアウトカ
ム」はUNシステムが集団で説明責任を有すると
し、UNDPが説明責任を有する「国別プログラ
ム・アウトカム」は、UNDPの結果に対する影響
が明確に特定化できるレベルを設定のクライテリ
アにしている。

また、同様の概念のもと世銀では、CASのリザ
ルツ・フレームワークにおいて①長期戦略ゴール

（対象国の戦略開発目標）、②CASアウトカム（対
象国のアクションや他ドナーの支援は必要である
が、世銀の介入が直接に影響を及ぼすことが期待
されるアウトカム）、③世銀の優先分野と実績の3
段階に区分している。そして評価の対象とするの
はCASアウトカムまでであり、対象国の開発アウ
トカムは直接的には対象にしないとしている

（World Bank、2003a）。
アウトカムの階層区分は、より高次の結果達成

が求められる中で、パートーナーシップを前提と
して事業を計画・実施することが必要になってき
たこと、また、あわせ組織としての説明責任範囲
を明確にすることが必要になってきたことに基づ
いて出てきた概念整理と考えられる。

（3）貢献に基づく評価

第三が、援助効果と当該機関の国別援助の因果
関係を捉える視点の変化であり、調査対象機関の
大半では、これまでの帰属（attribution）から貢
献（contribution）に視点を移しつつある。

帰属がアウトカムの変化と介入の因果関係を立

証可能な形で捉えるのに対し、貢献は、変化と介
入の因果関係を可能性の高さ（plausibility）の観
点から捉える視点である。アウトカムの変化と特
定の介入の因果関係を厳密に検証するのは大変に
難しいとの問題を背景に、帰属に代わる視点とし
て出てきており、様々な角度からの分析を通じて、
因果関係の可能性を判断するものである（Mayne
1996）。9

国レベルの援助効果等に対する貢献の視点の適
用は、従来の帰属の問題に加え、より高次のアウ
トカムの重視、そのためのRBMや援助協調の進
展等と不可分と考えられる。ちなみにUNDP

（2003）は、貢献に関しては「特定機関が何を貢
献したか」に加えて「他のパートナーとどのよう
に協力したか」が重要である旨、結果がより明確
に定義され、開発の進展のモニタリングや協力の
デザインが適切であるほど、因果関係は明確にな
る旨、述べている。

貢献の視点は、主要援助機関における最近の
CPEの評価基準等にも反映されている。例えば
IDBでは、2003年に改定したCPEの実施指針にお
いて、CPEの評価基準として妥当性、効率性、有
効性に加え、一貫性（coherence）を盛り込んで
いる。そして一貫性の視点としてプログラムのフ
ォーカスとともに他の開発アクターとの連携を挙
げている（IDB, 2003b）。また、DfIDでもCPEの
TORの中で、DfIDの援助のインパクトを評価す
るのではなく、DfIDが開発プロセスにどのよう
な付加価値を与えたかを評価すべきこととし、対
象国におけるDfIDの行動及び活動の適切さ及び
妥当性、対象国政府の国内政策との一貫性、並び
に国際的な開発目標とのリンクを評価する概念的
枠組みを作るように記している（DfID, 2004b）。

開発アウトカムと特定機関のアウトカムの区分
及び貢献の視点に基づき、主要援助機関では、

「当該機関のアウトカムの達成＋他のアクターと
の協力→開発アウトカムへの貢献」のロジックで
開発アウトカムに対する当該機関の援助効果を評
価している。例えば、世銀の国別援助評価の指針
では、報告書の項目として「対象国の開発政策の
変遷」に続き、「世銀の援助」（インプット及びア
ウトプット）、「世銀の国別援助の貢献」（世銀に
よる他のドナーとのパートナーシップ、対象国と
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の政策対話、援助調整等）、「開発効果の評価（ア
ウトカム及び結果）」（各分野）を記すことになっ
ている。これは上記ロジックを報告書の構成に反
映したものと言える。

しかしながら、ロジックは整理されても、当該
機関の実際の援助と開発効果との関係を検証する
作業には様々な難しさがある。例えば「開発アウ
トカム」及び「組織のアウトカム」の測定方法に
は、①「開発アウトカム」レベルの指標の変化を
まず確認し、そのうえで当該機関の変化への寄与
を検証していくトップダウン・アプローチと、②
当該機関の活動、次いで国レベルへと結果を積み
上げていくボトムアップ・アプローチの2つがあ
る。このうち前者の場合は当該機関の援助が実際
に開発アウトカムにどの程度貢献したのかがわか
りにくいとの問題、また、後者の場合は活動レベ
ルから積み上げていった結果が開発アウトカムま
でなかなかつながらないという問題が指摘されて
いる（DfID, 2001）。

こうした問題に対応するためには、開発アウト
カム・レベルの目標及び指標と、当該機関の活動
及びその成果指標の間をつなぐ、適切な中間レベ
ルの目標及び指標の設定が必要である。このため
多くの機関がCPでリザルツ・フレームワークを
活用して概念整理を図っているが、国別プログラ
ミングに際しての最も難しいところとなってお
り、“missing middle”が共通の問題となっている。
ちなみに世銀でも、国別援助戦略の総合的なレビ
ュー結果として、最終的な目標とそのための手段
は詳細に記述されているが、両者の間のリンク、
すなわち国別援助戦略の中間アウトカムとその指
標が欠けた“missing middle”の問題がしばしば
見られることを、指摘している（World Bank ,2003）。

4. 評価の困難性を超えて
ー実践的方法論の考察

JICAのこれまでの国別事業評価では、重点セ
クターの優先課題に対し、途上国や他ドナーの事
業とも一貫性のある戦略的なプログラムであった
かどうかが検証できず、その結果、JICAの協力
が全体として対象国の開発にどのように寄与した

のかが十分に評価できていなかった。また、評価
の困難さの背景として国別事業実施計画の評価可
能性の問題があった。

CPEをめぐる新たな動きは、こうした問題への
対応に一つの解決策を示す。同観点から、国別事
業評価の改善に向けた方法として考えられるの
が、①途上国の開発戦略をベースに、途上国や他
ドナーの事業を最初から念頭に置いて、JICA事
業の位置付けや案件群の組み合わせの戦略性を検
証し、②同検証結果を個別案件の実績を組み合わ
せることで、開発の進展に対するJICAの寄与を
貢献の視点から評価することである。また、①の
結果を活用して国別事業実施計画を改善していけ
ば、評価可能性も高めることができる。

以下では、これまでの国別事業評価の問題に基
づき、第3節に記した新たな動きをふまえ、国別
事業評価の改善に向けた方法論を考察し、試案を
提示する。なお、国別事業評価の方法論として検
討すべき点は様々あり得るが、ここでは第2節で
明らかになった主たる問題への対応に焦点を当て
て考察する。

（1）問題に対する対応の方向性

CPEに関しては、これまでインパクト及び帰属
の検証並びにCPの評価可能性が主要な問題とさ
れていた。このうちインパクト及び帰属の検証は、
援助効果の捉え方自体が変わる中、開発アウトカ
ムと特定機関のアウトカムの区別及び貢献に基づ
く評価によって、一つの解決策が示されつつある。
また、評価可能性に関しても、CPへのRBM適用
により、目標、指標、及び結果に至るロジックが
より明確化されたことが改善につながっている。
これらは国別事業評価に関し、これまでの問題へ
の対応と評価の有効性を高めるための方法を考え
るうえでも参考となる。

国別事業評価の改善に向けては、いくつかの検
討を要する点が考えられる。

1）評価可能性の問題
第一は、そもそもの国別事業実施計画の評価可

能性である。ウイーン・ワークショップでも指摘

国別プログラム評価の困難性を超えて
―実践的方法論に関する考察と試案―



36

されたように、CPが目標の明確性や構成要素の
首尾一貫性を欠く場合には、評価は非常に難しい。
過去の国別事業評価における問題も、国別事業実
施計画の評価可能性の問題が大きかったことが根
本的な要因となっている。

国別事業実施計画については、形としては「協
力実施方針―課題別プログラムー個別案件」の戦
略計画となっており、また、「開発課題の分析―
協力プログラムの抽出―構成要素となる個別案件
の計画」のステップで策定し、戦略的アプローチ
のツールとして活用することが企図されていた。
しかしながら、実際の事業の計画、予算、管理、
報告の単位が個別案件であったことからも、上記
アプローチは十分には進まず、個別案件をベース
に同じような課題に関する案件群をまとめて課題
別プログラムとして整理するに留まってきた。こ
のため課題別プログラムはプログラムとしての明
確な目標や構成要素の首尾一貫性が十分ではな
く、また、「個別案件―プログラム―課題」の間
のロジックがつながらず、結果として課題に関す
る開発の進展にJICAがどのように寄与したかが
容易には検証できない状況にあった。対象国の開
発の進展に対するJICAの寄与を検証するには、
さらに言えば、JICA事業が対象国の開発の進展
に全体としてより大きな効果をあげるようにする
には、RBMのリザルツ・フレームワークのよう
な枠組みの構築が必要である。

なお、この点に関してJICAでは、2004年度か
ら個別案件ではなく、プログラムを計画、予算、
管理の単位とする体制を導入し、プログラムをベ
ースとする戦略的アプローチの強化に着手してい
る。プログラムの構成要素の首尾一貫性及び戦略
性等にはまだ課題の部分も少なくないため、プロ
グラムの効果の検証はすぐには難しい面もある。
しかしながら、評価結果を活用してプログラムを
改善していくことは、戦略的アプローチを強化す
るうえで有益である。

国別事業評価の重要な目的は、対象国における
事業の総合的な効果の検証であるが、以上のよう
に対象となる国別事業実施計画やプログラムが熟
度の点で発達途上にある場合には、それらの今後
の改善に向けた形成評価の側面も重要である。さ
らに言えば、そうした評価可能性の低い段階では

形成的な側面により多くの比重を置き、国別事業
実施計画やプログラムが評価を通じて改善される
にあわせ、効果の検証を中心とするといったアプ
ローチの方が、評価可能性の低い中で困難、また
は信頼性の低い評価を行うよりも実際的かつ有用
性が高いと考えられる。

2）事業の位置付けの検証
第二点が、途上国や他のドナーの事業との関係

の視点である。当然ながらこの中には、日本の
ODAにおけるJICA事業以外の事業、とりわけ外
務省による無償資金協力やJBICによる有償資金
協力が含まれる。

過去の国別事業評価では、途上国の重点分野や
他ドナーの動向、あるいは同じ課題分野における
他ドナーの事業の有無は見ているが、途上国や他
ドナーの事業がJICAの事業とどのように課題解
決に向けて関係しているかは十分には検証されて
こなかった。そしてそれが、課題体系における
JICA事業の位置付けの優先度、戦略性、構成の
適切性の検証が十分にできなかった要因の一つに
なっている。

ウイーン・ワークショップの議論に見られるよ
うに、当該援助機関が対象国の主要ドナーかつ援
助が対象国の開発に中心的な役割を占めるような
場合を除き、単独ドナーの援助のみを見て開発の
進展に対する開発アウトカム・レベルの効果を検
証するのは難しい。そしてJICAの技術協力は規
模の点では、程度の差はあれ、対象国の援助に占
める割合は限られている。援助量から効果を見る
のであれば、少なくとも日本のODA全体を視野
に入れて、その中に位置付けて評価を行う必要が
ある。

言うまでもなく、援助が与える影響は、援助量
のみで決まるわけではない。特定課題の開発戦略
策定や、開発取り組みの中心となる仕組みづくり
に対する技術協力のようなケースでは、投入自体
は少なくても、当該課題分野の開発の進展に与え
る影響は非常に大きい。その意味でも、課題体系
のどこに位置し、開発の進展にどのような影響を
与える協力か、を明らかにすることが効果の検証
には重要である。そして影響を見るためには、途
上国や他のドナー等、他の開発アクターとの関係

三輪　徳子
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を捉えることが必須である。
以上のような点を検証するためには、独自に作

り上げた課題体系ではなく、実際に途上国や他の
ドナーが行っている包括的な取り組みの中に
JICA事業を位置付け、その優先度や戦略性を吟
味することが必要となる。そのベースとしては、
援助協調の枠組みかつ、日本の国別援助政策及び
JICAの国別事業実施計画の根拠でもある、途上
国自身の開発戦略が最も適切である。

当然ながらJICAの介入は、途上国の開発戦略
の中で日本の援助政策や、日本の経験・技術面の
比較優位等に合致するものを選択して行われてい
る。従って、優先度が高い分野であっても、介入
が行われていないことはあり得る。それは他のド
ナーにおいても同じであり、援助協調の意義には
比較優位を活かした補完もある。途上国の開発戦
略における位置付けや途上国や他ドナーの事業と
の関係性では、そうした角度も含めて見る必要は
ある。

（2）実践的国別事業評価方法（試案）

上記方向性に基づき、①対象国の開発の進展に
対するJICA事業の総合的な効果の検証及び②国
別事業実施計画と事業の改善に向けた評価を行う
ための具体的な方法（試案）を以下に示す。

1）途上国開発戦略における事業の位置付け及び
プログラム構成要素の戦略性の検証

事業の位置付けの検証のためには、①重点セク
ター・分野との合致、及び②その中での介入分野
の優先度の検証が必要となる。このうち①は、開
発計画等との整合性を見る形で、これまでも検証
されてきている。問題があったのは②の方であり、
これを見るためには、特定課題における途上国の
開発戦略の中でのJICA事業の位置付けや、途上
国及び他の事業との関係性をより詳細に見ること
が必要になる。

そのためのツールとして提案するのが、表3の
「プログラム評価マトリックス」（以下、マトリッ
クス）である。同マトリックスの特徴は、①特定
課題に対する途上国の「政策―施策―事業」体系
を課題達成のための目的体系、すなわちリザル

ツ・フレームワークとして整理のうえ、②JICA
事業ほか、途上国や他ドナーの事業をマッピング
していること、さらに③施策や事業に対する途上
国の予算配分の概算を掲載していることである。
また、後のステップでJICA事業の実績、開発の
進展及び貢献を検証する際に活用する、④個別案
件の実績（レーティング）、⑤政策、施策レベル
の開発目標とそのアウトカム指標、及び⑥貢献の
判断結果（レーティング）も盛り込んでいる。

相手国側の予算を盛り込むのは、公的財政レビ
ュー（public expenditure review）の考え方に基づ
くものである。これは予算配分は、当該事業が相
手国側にとって本当に優先度の高いものかの判断
基準の一つとなるからである。

表3は保健セクターを例としたものであるが、
上記のような整理及びマッピングにより、相手国
の政策、施策、事業との関係や、当該課題に関連
する事業の分散が一目瞭然であり、他ドナーの事
業との関連性も分かる。このため、①JICAが相
手国にとって優先度の高い分野に援助を行ってい
るか、また、②他ドナーとの協調、あるいは
JICA事業の分散ぶりから見て、プログラムの組
み方は戦略的と言えるかが、明快に検証できる。
ちなみに表3のJICAプロジェクトYはHIV/AIDの
サーベイランス強化に関するものではあるが、相
手国側の政策体系のもとでは関連事業がなく、予
算も配分されていないことを示しており、一般的
には優先度が高いとは言えない例である10。

相手国側の政策体系をベースとするのは、「対
応の方向性」に既述のとおり、途上国側の優先度
を明示するほか、途上国や他ドナーの事業との関
係性を見る上で適当だからである。あわせ、国別
事業実施計画においてリザルツ・フレームワーク
が構築されていない中、新たに体系を構築するよ
りも、簡単かつ首尾一貫性の点で適切であり、
PRSP、セクター開発戦略等をベースに効率的に
マトリックスが作成できることがある。

さらに、RBMが進む中、開発指標の設定やモ
ニタリングの取り組みが行われてきており、開発
の進展を検証するためのデータの入手が容易なこ
ともある。これらの指標は、今後、JICAがプロ
グラム・レベルで目標・指標を設定していく際に
も活用し得る。

国別プログラム評価の困難性を超えて
―実践的方法論に関する考察と試案―
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表3 プログラム評価マトリックス：A国健保セクター例
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なお、途上国の政策体系の活用に関しては、か
っては体系が構築されていない国も少なくなかっ
たが、PRSPやセクター・ワイド・アプローチ

（SWAPs）の進展により多くの国でベースとなる
ような体系づくりが進んできており、活用し易い
状況になってきている。また、既に体系がマトリ
ックス等に整理され、それに基づき援助協調が実
施されている途上国も少なくない。既にそうした
ツールがある場合には、新たにマトリックスに整
理する必要はなく、使われているツールを活用し
て位置付けや戦略性を検証することが合理的であ
ろう11。

なお、体系図としてツリーでなくマトリックス
を適用したのは、ツリーの場合、①記された課題
が政策体系の階層（政策、施策、事業）のどこに
位置するかが分かりにくいこと、②マトリックス
の方が各事業の予算や合算を明快に示せること、
③同じく実績等をわかりやすい形で比べ、その見
直しに活用できること等がある。ちなみに表3は
単純化しているため、政策や施策を各々一階層の
みで表しているが、施策の中にも階層があるとこ
ろ、実態に合わせ階層を設定することが事業の位
置づけを明らかにするうえでは必要である。ただ
し論理性にこだわり複雑化しすぎると実践性は低
くなる。提案のマトリックスにおいて課題を軸と
せず、因果関係を十分に満たせなくても、実際の
政策、施策、事業を軸に置いたのは、課題にする
と論理的な因果関係に囚われ、複雑化しすぎる可
能性があることに因る。

この関連で、これまでのいくつかの国別事業評
価では、プログラム・アプローチ・ロジック・モ
デル（PLM）を使い、同一の課題に関する複数
のプロジェクトを成果ごとに区分・再整理し、プ
ログラムとして捉えた場合の対象プロジェクト群
の姿を明らかにしたうえで、妥当性や効果を検証
する試みが行われてきている。また、JICA事業
のみでなく他ドナーの事業も含めてPLMを使い、
プログラムを構築のうえ評価した試みもある（三
好ほか、2003）。PLMは、単発で実施されてきた
プロジェクトをプログラムの視点で再検証し、プ
ログラム・アプローチに基づくより戦略的な援助
の検討に資する評価を行うためのツールとして有
益である。しかしながら、成果レベルでの組み替

えは過度に緻密な作業となりがちであり、実践的
でない面も見られた。このため本マトリックスで
は単純にプロジェクトをユニットとしてマッピン
グのうえ、同一施策のプロジェクト群を協力プロ
グラムとして捉え、構成要素の戦略性を見る方法
を提案した。ただしJICA事業の中には、一つの
プロジェクトで複数の相手国側事業や施策に関係
するものもあり、相手国側政策体系の一事業の横
に位置付けることが難しいものもある。そのよう
な場合には、何らかの形での要素の分離及び組み
換えが必要となる。ただし、その場合にも、組み
換えは成果レベルではなく、変化の対象であるタ
ーゲット・グループ、あるいは中間アウトカムの
レベルで行うことが、より合理的と考えられる。

2）JICA事業の実績の検証
以上によりJICA事業の位置付け及び戦略性を

検証したうえで、施策毎の事業の実績を検証する。
同検証の目的は、プログラムの見直し（予算配分
見直し、構成要素のスクラップ・アンド・ビルド
等）及び開発への貢献度の検証の2つである。

まず、実績に関しては、JICA事業のみによる
アウトカム実績の検証は、既述の評価可能性や、
指標の設定・収集等の問題から難しさがある。そ
こで本方法では、アウトカムの実績は貢献により
検証し、JICA事業の方は構成要素の案件が貢献
し得る状況にあるのかないのかを検証することを
提案する。具体的には、介入の優先度や戦略性が
高いと判断できる場合に、案件が支援する相手国
側施策または事業に貢献する効果を上げているか
どうかを、個別案件評価結果から検証する。ただ
し将来的にプログラムの評価可能性が高まり、達
成目標やその指標に基づき容易に評価ができるよ
うになれば、特定の協力プログラムの実績を特定
機関のアウトカムのレベルで検証していくことは
考え得るであろう。

個別案件の評価は基本的に、既存の評価結果を
活用した2次評価手法にて行うことが適当と考え
られる。その理由は、既に個別案件ごとにDAC
評価5項目に基づき評価を実施している中で、こ
れまでのように国別事業評価において、再度、調
査を行うのは効率的でないからである。2次評価
では、妥当性は既に位置付け・戦略性で検証して

国別プログラム評価の困難性を超えて
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いることから、結果に関わる評価項目（有効性、
インパクト）を中心に評価を行う。その際には、
案件間の比較や相手国側施策・事業レベルでの合
算・比較ができるように、そしてプログラム見直
しに活用できるように、レーティングを用いる。
ただし、レーティングはそれのみでは誤解を招き
やすく、事業の改善に必要な情報も必ずしも十分
には得られないため、判定理由となる効果の現状
等について定性的な説明を付記することが望まし
い。

3）開発の進展と貢献の評価
開発の進展への貢献は、位置付け・戦略性の検

証及び実績の検証を組み合わせ、貢献の視点を用
いることで、厳密ではないまでも検証することが
できる。すなわち、貢献の視点では、「相手国側
政策体系の優先部分への、他ドナーと協調しての
戦略的な介入＋個々の介入における良好な実績＝
開発の進展への貢献」のロジックが成り立ち、開
発の進展は途上国及びドナーが共同で達成したも
のと言えるからである。言い換えれば、事業が開
発の進展に効果があったことを検証するために
は、貢献の視点を用いる場合にも、①介入が相手
国側政策体系において優先度が高く、②JICAの
他の事業、途上国の事業、他のドナーの事業との
関係において戦略的であり、③そのうえで個別の
プロジェクト目標が達成され、上位目標が達成あ
るいは達成に向かって効果をあげていること、の
検証がなされることが必要となる。

なお「貢献」の概念による開発の進展への貢献
度の評価では、他のドナーも主として叙述手法を
用いている。ただし、プログラムの見直しに向け
てプログラム間の比較を行ったり、説明責任の観
点からよりわかりやすく結果を提示するために
は、何らかの形での定量的な手法も有益である。
ここでは、その一つとしてレーティングを提案し
ている。項目は、貢献の判断に必要な「位置付け」

（優先度）、「戦略性」（一貫性、パートナーシップ）、
「実績」などを各々レーティングして合算するこ
とが考えられる。また、開発課題に関係する相手
国側事業、他ドナーの事業、JICAの事業の予算
が算出できるような場合には、予算割合をもって
貢献の度合いを視点の一つに盛り込み、レーティ

ングすることも考えられる。ただし、その場合は、
「量」に加えて、他のアクターとの関係性から影
響力が大きい介入かどうかといった「質」の面も
勘案する必要はあろう。

4）プログラムの改善
以上の評価結果を活用し、プログラムを改善し

ていく際には、いくつかの視点が考えられる。一
つは介入分野の選択である。具体的には、マトリ
ックスによる整理を通じて、相手国側の政策体系
の全容及び優先分野を、体系の構成、予算配分、
他ドナーの介入の現状等から検証し、JICAの得
意分野も勘案のうえ、どの施策・事業を支援する
かを吟味してプログラムに反映させていく。

第二がプログラムの戦略性の向上である。これ
については、①JICA事業間、日本の他のODAス
キーム、他ドナーとの協調の有無をはじめ、②課
題別・階層（政策・施策・事業）別の分散状況、
③各施策に関連する個別案件の実績や予算配分状
況から、より効果を上げ得る構成にプログラムの
構成を変えていく。その際には、実績が低く、優
先度も低いような案件あるいは課題分野において
は、サンセット方式を含めてスクラップし、より
効果が見込まれる分野において案件形成・発掘を
図っていく方法、あるいは予算配分をあらかじめ
決め、それに従って案件を形成していく方法等が
考えられる。

最後に、評価を通じた改善には、プログラムの
評価可能性の改善もある。評価可能性を高めるに
は、目標の明確化、目標達成度を検証できる指標
の設定・データの収集、適切な因果関係のロジッ
クの構築が、主たる取り組み事項となる。以上に
述べた第一及び第二の視点での改善により、貢献
に基づく因果関係のロジックは改善される。

また、JICAのプログラムでは既述のとおり、
目標及び指標の問題があるが、評価を通じて相手
国側の政策体系のどこに対象案件が属するかが明
らかになるため、同体系の同一施策に属する案件
群をまとめてプログラムと捉え、施策目標をプロ
グラムの目標に設定、あるいは書き換えていけば、
相手国側の政策体系と合致した明確な目標設定が
可能となってくる。同様に、そのようなプログラ
ムの場合には、相手国側の施策の目標達成度を測
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る指標をJICAのプログラムの達成度を測る近似
指標（proxy indicator）とすればよいことになる。

相手国側の指標との統合は、三好ほか（2004）
も近年の援助潮流に基づき提唱しているが、指標
が設定されればモニタリングが可能となることか
ら、評価の際の効果の検証は容易になる。また、
相手国側指標の統合は、合同でデータ収集ができ
るため、入手可能性・実用性が高い。このように
評価を通じて不足を埋めていくことで、評価可能
性を含めて漸進的にプログラムを改善していくの
は、プログラム・アプローチを着実に強化してい
く実践的な方途と考えられる。

なお、評価結果を以上のようなプログラムの改
善に活用していくためには、プログラムの見直し
のタイミングと合う形で評価を行うことが望まし
い12。日本ODAに関しては、国別アプローチの強
化に向けて2003年からODA現地タスクフォース
が設置され、現地の大使館、JICA事務所、JBIC
事務所がメンバーとなって、途上国と政策対話を
行いつつ、援助計画案を作る体制が進みつつある。
JICAの国別事業実施計画も同援助計画に基づき
策定されるが、そうした現地タスクフォースによ
る援助計画案策定のタイミングにあわせ、国別事
業評価を行うのは一つの有益な方途と言える。ま
た、計画の一部を見直すような場合には、見直す
セクターや課題のみを対象として、同じ方法を用
いて評価を行うことも考えられる。

5. おわりに

以上、本稿では、これまでの問題や新た動きを
整理し、問題への対応の観点から、JICAの国別
事業評価の改善方法を考察してきた。これにより、
主たる問題の解決に向けて、ある程度の概念整理
はできた。今後の大きな課題は、試案の実証と改
善である。

なお、今後の課題に関し、本提案は、これまで
の主要な問題への対応に焦点を絞っている。従っ
て、日本の援助政策との整合性の検証等、当然な
がら検証すべき事項ではあっても、言及していな
いものがある。ちなみに日本の援助政策との整合
性はこれまでも国別事業評価では検証してきてい

るが、実証では、これらも含めて実施のうえ、方
法論を試す必要がある。

また、位置付け、戦略性、実績については事実
の検証を中心としており、要因分析や反事実的状
況（例えばJICA事業がなかった場合はどうであ
ったか等）は、今回の提案では掘り下げていない。
これらに関しては今後の検討課題である。特に
JICA事業がなかったらどうであったか、あるい
はそれだけの援助量が必要であったかのか等の点
は、説明責任の観点を含めて重要であり、検討し
ていく必要がある。その際には、対象となる国別
事業実施計画の評価可能性をはじめ、評価のコス
ト（費用、人員、期間）、得られた評価結果の活
用に照らした費用対効果、評価能力等から見た評
価のフィージビリティも見極めつつ、実践的な方
法論を考えていくことが必須と考えられる。評価
はツールであり、ツールとして適当か有用かが方
法論を議論する際にも最も重要な点ではないだろ
うか。
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注記

1  国別プログラムは、援助機関によって国別援助戦略、

国別援助計画等、様々な名称が使われおり、評価も

これに応じて国別戦略評価、国別援助評価等の名称

がある。本稿では、総称としてはDACでも使われて

いる国別プログラム及び国別プログラム評価の表現

を使い、特定機関に関する場合のみ、当該機関で使

われている名称を使用する。

2  日本では、外務省の国別援助政策・計画に基づき、

国別プログラム評価の困難性を超えて
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JICAは国別事業実施計画、JBICは国別業務実施方針

を策定して、国別アプローチによる事業を実施して

いる。また、外務省が援助政策を対象に、JICA及び

JBICが各々の事業を対象に、国別の評価を行ってい

る。同評価は、外務省では国別評価、JICAでは国別

事業評価、JBICでは国別レビューの名称が用いられ

ている。

3  ウイーン・ワークショップ以降、DACではCPEに関

する包括的な議論は行われておらず、IDBによる中

南米4カ国でのCPEの経験に基づく非公式ワークショ

ップ（2003年）などが単発的に開催されているに留

まる。

4  この他、ウイーン・ワークショップでは、対象国との

パートナーシップの重要性、重複による無駄や対象国

の加重負担を防ぐための援助機関間の協調の推進等も

議論された。そしてCPEの目的や評価基準の明確化、

適切な方法論の選択、合同評価や情報共有の推進、

フォローアップ手続きの明確化等が、CPEのグッ

ド・プラクティスに関する提言に盛り込まれた。

5  タンザニア、ボリビア、ホンデュラス・パナマ、ス

リランカ、セネガルはコンサルタントに委託して

「外部機関による評価」として行われている。

6  これは評価の意図や開発課題体系、プログラム等の

鍵となる概念の共通理解に齟齬があったからと思わ

れるが、その一因として、JICA側でも概念や方法論

がまだ整理・確立されていなかったために、業務指

示書の調査項目の記載が曖昧で意図が伝わりにくか

ったことも考えられる。

7  文献レビュー及び訪問調査（2004年4月11日～17

日：世銀、IDB、UNDP、UNICEF、USAID, CIDA。

同5月25日～6月3日DfID、IOB、DANIDA, SIDA,

BMZ, GTZ。いずれも団長・筆者、団員・岩間望

JICA企画調整部事業評価グループ職員。）本調査結

果詳細は、「総合分析・国別事業評価」報告書

（2005年3月発行予定）に掲載。

8  実績モニタリングでは定量的な指標に基づいた結果

達成の有無が検証の焦点となるが、評価は定性的な

方法も含む、より掘り下げた分析を通じて要因やプ

ロセスも検証するところに特徴があるとされてい

る。（DAC、2000．pp. 104－118）

9  貢献については、定義はまだ必ずしも確立されてお

らず、DACの「評価及びRBMに関する用語集」ほか、

評価関連の専門用語辞典にもまだ載っていない。

UNDP等では帰属と貢献の説明においてMayneの

Addressing Attribution through Contribution Analysis

（Mayne 1999）を引用しているが、帰属と貢献に関

して言及した文献には、カナダの会計検査院や国際

開発研究センター（IDRC）のものが多い。ただし

Mayneや会計検査院の議論の対象は政策・施策一般

であり、政策・施策の業績測定のコンテクストでの

議論となっている。このことからは、政策・施策に

関する議論が、援助におけるRBMの進展も背景に、

従来から帰属が難しいとの議論のあった援助評価に

導入されたと考えられる。

10 ただし、援助が入っているために予算配分がされて

いないことも場合によってはあり得る。そうした場

合は、オーナーシップと優先度の捉え方も含め、総

合的な価値判断が必要になる。同様に、途上国側の

優先度が低い分野にドナー側の関心で入っているよ

うな場合をどう捉えるか、といった判断もまた必要

になる。

11 相手国側政策体系の活用に関しては、相手国側の開

発戦略が取り組むべきと思われる課題を必ずしも含

んでいないといった問題指摘があり得る。しかしな

がら、政策は最終的には選択であり、価値判断の結

果である。仮にそうした課題があれば相手国側の政

策に働きかけ、盛り込まれるようにするのが援助効

果議論の中での流れであり、評価において「あるべ

き姿」に基づき、実際の事業と乖離した架空の価値

体系を作り上げ、それをもとに妥当性や効果を議論

しても意味があまりないように思われる。

12 他のドナーの場合、CPには5年あるいは3年といっ

たサイクルがある。国別事業実施計画はローリン

グ・プランをベースとしており定まった期間はな

い。目標達成度を検証する観点からは期間を設定す

ることが望ましいが、相手国側の開発戦略のサイク

ルと様々なドナーのCPのサイクルが異なることに

よる問題も調和化の観点から指摘されている。右を

考慮すれば、評価さらに国別事業実施計画のサイク

ルは、相手国側の開発戦略のサイクルと合致させる

ことも一つの方法である。これは相手国側の開発戦

略が、サイクルが変われば変わることからも適当と

考えられ、サイクル終了前年に次のサイクルの優先

施策などもふまえつつ評価を行えば、プログラムの

改善には有益であろう。
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Abstract

Country Programme Evaluations (CPEs) have been conducted by many donors over a decade. However, the
methodology is not well established due to problems related to attribution of impact and evaluability of Country
Programmes. While undertaking eight (8) CPEs, JICA has been facing similar problems and is now reviewing its
methodology. Meanwhile, ODA’s shift towards results-based management and improved aid coordination led to
review and stronger focus on aid effectiveness including its assessment. This paper is based on the review of
discussions on CPEs and on JICA’s experiences. It proposes a new practical methodology for CPEs. Major
features of this methodology are use of programme evaluation matrix to verify the relevance of interventions,
aggregation of programme performance, and assessment of programme effectiveness in applying the concept of

“contribution”. This paper also proposes gradual improvement of Country Programme’s evaluability .

Keywords

programme evaluation, outcome, contribution,
evaluability, results-based management




